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■作業内容　松前漬　焼売　製造ほか
■勤務時間　８：００～１７：００（休憩あり）※お子様のいる方要相談
■賃　　金　＠920円～
◆連絡先◆　☎０１３７７－２－３６２４　担当　木幡
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　長万部町内で採れた新鮮な野菜を直売で購入できる、通称「土曜市」の季節が
やってまいりました！
　つきましては、下記のとおり開催しますので、ぜひ、お越しください！

【開催日時】　５月１３日（土）　１４時より　※毎週土曜日　同時刻開催（小雨決行）
【会　　場】　多目的活動センターあつまんべ（駅前）
【主　　催】　長万部町畑作生産組合
【事 務 局】　ＪＡ新はこだて長万部支店（☎ 2-3122）

★注　意★　その日に採れた野菜のため、数に限りがありますので、
　　　　　　お早めに会場へお越しください。

増加する中古自動車売却トラブルに注意！増加する中古自動車売却トラブルに注意！

野菜直売市　　　　開催のお知らせ！野菜直売市　　　　開催のお知らせ！土曜市土曜市

・消費者ホットライン（局番なし）　１８８（函館消費者センターまたは国民生活センターへ繋がります）
・北海道立消費生活センター　相談専用電話　０５０－７５０５－０９９９（平日９：００～１６：３０）
・長万部町産業振興課　☎２－２４５５

【連絡先】　◎困ったときは、まず、相談を！

消 費 者 相 談 啓 発

　全国の消費生活センター等に寄せられる中古自動車の売却に関する２０２１年度の相談件数は前年度の１．２５倍となっ
ており、２０２２年度も増加傾向にあります。ここ数年の半導体不足の影響による新車販売台数の減少から、新車に買い替
える消費者が減り、中古車登録台数も減少しています。そのため、事業者は中古車の買い取りに一層力を入れており、それ
がトラブルの増加の一因になっていると考えられます。
 注 意 点
◉ 車を売却することは一生のうちで何回もあることではない一方、事業者は車の買取を業としていることから、消費者と事

業者の情報量・交渉力には大きな差があると言えます。
◉ 高額なキャンセル料の設定があるケースがありますが、消費者契約法では、事業者に生ずべき平均的な損害額を超える部

分について無効としており、契約額に関係なく一律に額を定めるのは問題があると考えられます。
◉ 特定商取引法では、事業者が消費者宅に訪問して商品等を購入する場合（訪問購入）についてクーリングオフの適用に関

する規定がありますが、車の売却は対象から除外されており、クーリングオフは適用されません。
 対 処 法
◉中古車査定の場では契約せず、一呼吸おいて、一度冷静に考えましょう。
◉キャンセル条項など、事前に契約書をしっかり確認しましょう。
◉トラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口や業界団体の相談窓口に相談しましょう。


